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                                                埼玉県教育委員会教育長  

 

 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の 

一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第101号）」等について（通知） 

 

 標記の件について、平成２７年５月２５日付け事務連絡で、別添写しのとおり文部

科学省から周知依頼がありました。 

 学校に係る主な改正点は下記のとおりですので、別添写しを参考にしていただき、

結核のまん延防止のため、保健衛生部局との連携などに御協力くださるようお願いし

ます。 

 各市町村教育委員会におかれましては、貴管下の学校に周知くださるよう重ねてお

願いいたします。 

 

記 

 

１ ＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）の実施の依頼先として学校が定められた。 

２ 「結核患者に対するＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）の推進について」の一部が改 

 正され、学校での服薬確認方法等が示された。 

 

※ＤＯＴＳとは、directly observed treatment short-courseの略であり、直接服薬

確認療法のことをいう。具体的には、医療関係者において、患者が処方された薬剤を

服用することを直接確認し、患者が治癒するまで保健サービスの経過をモニターする

ことを内容とする。 

 患者の確実な治療完遂のため、保健所は必要に応じて地域の服薬支援者等とも連携

する。今回の改正により、結核患者が学校に通学する場合には、保健所長から服薬の

見守り等の依頼がある場合がある。 

 

                    担 当 県立学校部 保健体育課     

                        健康教育担当 成澤                                                   

                    電 話 ０４８－８３０－６９６３         


































































